
⑦ 均等割額（市民税3,000円、県民税1,500円※）を加算して、令和7年度の市県民税額が決まります。（年税額は、この金額に森林環境税（国税）の1,000円を加算した金額です。）
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※ 令和7年度は控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を扶養
されている方のみ所得割額から定額減税額が控除されます。詳
しくは１ページをご覧ください。
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☆住宅ローン控除の拡充・延長
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○子育て世帯等における借入限度額の上乗せ
令和6年中に入居した場合に限り、子育て世帯（19
歳未満の子を有する世帯）または若者夫婦世帯（夫婦
のいずれかが40歳未満の世帯）の住宅ローン控除に
おける借入限度額について、認定住宅は5,000万円、
ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住
宅は4,000万円へと引き上げられます。

○新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床
面積要件が40平方メートルに緩和されます。

☆令和７年度分個人住民税に対する定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超
1,805万円以下、かつ令和６年12月31日現在で控除対
象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方（※）
に対し、１万円の定額減税が実施されます。
※ 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、
配偶者（国外居住者を除く）の合計所得金額が48万円
以下である方。

☆ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化
○非課税保有期間が無期限となり、口座開設可能期間に
ついても期限が設けられず、ＮＩＳＡ制度が恒久的な制
度となります。

○一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の
年間投資上限額（「つみたて投資枠」）については、120
万円に拡充されます。

○上場株式への投資が可能な現行の一般ＮＩＳＡの役割
を引き継ぐ「成長投資枠」を設けられ、「成長投資枠」の
年間投資上限額が240万円に拡充されるとともに、「つ
みたて投資枠」との併用が可能となります。
○一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、
1,800万円となり、「成長投資枠」については、その内数
として1,200万円となります。

均等割・森林環境税も所得割もかからない人
市県民税・森林環境税が課税されない人

市県民税・森林環境税を納める人（納税義務者）

均等割・森林環境税がかからない人

改正点
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